
「令和８年度 ＩＣＴを活用した地域クラブ活動（オンラインクラブ活動）トライアル事業」 

業務仕様書 

 

この業務仕様書は、長野県教育委員会 （以下「 県教委 」という。）が行う「令和８年度 ＩＣＴを活用した地域ク

ラブ活動（オンラインクラブ活動）トライアル事業」業務を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定め

るものである。 

 

１ 業務名 

「令和８年度 ＩＣＴを活用した地域クラブ活動（オンラインクラブ活動）トライアル事業」業務 

 

２ 業務の目的 

部活動の地域展開に係り、中山間地における指導者の人材不足といった課題の解消を図るため、ＩＣＴを活用し

た取組に関する実証を行い、地域の事情に寄らず、子どもたちが多様なスポーツ・文化芸術活動に参加できる事例

創出等を行うことを目的とする。 

 

３ 業務の実施場所 長野県（事業対象の自治体及び地域クラブ等（以下、「事業対象者」という。）） 

 

４ 履行期間 契約締結日から令和９年２月28日までとする。 

 

５ 業務内容 

  以下を基本とし、詳細については委託者及び事業対象者と十分に協議すること。 

（１）ＩＣＴを活用したオンライン指導を組み合わせた地域クラブ活動の実施 

ア ＩＣＴを活用し、オンライン指導を組み合わせた地域クラブ活動を実施すること。 

イ 地域（自治体単位）において１種目ずつ実施すること。想定する種目は、ダンス、陸上、バレーボール、バド

ミントン、バスケットボール、剣道、柔道、サッカー、野球、美術、家庭科の11種目とする。講師及び指導プ

ログラムの選定は、対象種目についての専門知識を有する者とすること。なお、講師の選定や指導計画策定等に

当たっては、委託者及び事業対象者と十分に協議すること。 

（２）事業実施のための管理運営体制の構築 

  ア 事業実施のための事業対象者を募集し選定すること。 

  イ 自治体、教育委員会、学校等との協力体制を構築すること。 

  ウ 事業の実施に当たり、事業対象者の判断により生徒の募集及び保護者説明会を行うこと。 

  エ 関係者の情報共有を構築すること。 

  オ 生徒の出席管理及び保護者への連絡体制を構築すること。 

（３）実績報告書の作成 

  ア 保護者、生徒、指導者等へアンケートを実施し、当該事業で蓄積された知見を整理し、実績報告書を作成す

ること。 

 

６ 実施方法 

（１）ＩＣＴを活用したオンライン指導の運営管理 

  ア 円滑かつ効果的に実施するため、受託者は委託者及び事業対象者と委託業務内容について十分な打合せを行



うこと。 

  イ 土日の地域クラブ活動を対象に月に２回程度実施とし、１回の活動時間は最大２時間程度とする。また、実

施期間は原則として令和８年８月から令和９年１月末までとする。なお、長期休暇期間中の活動については事

業対象者と協議を行うこと。 

ウ 事業を実施する上で事業対象者と準備を進めるとともに、必要備品（Zoom、iPad、三脚スタンド、ポケット

Wi-Fiルータなど）を確保すること。なお、長野県及び事業対象者から借用可能な備品は優先的に使用できるこ

と。その他、必要な備品がある場合は都度協議するものとする。 

エ 指導者及び事業実施場所のオンラインによる指導環境を整えること。 

オ 実施の際には、トライアルであることを踏まえ、希望する自治体関係者等の視聴を可能とすること。 

（２）事業実施のための管理運営体制の構築 

  ア 事業実施を希望する事業対象者の募集、選定にあたり受託者は委託者と十分な打ち合わせを行うこと。 

  イ 円滑かつ効果的に実施するため、受託者は委託者と委託業務内容について十分な打合せを行うこと。 

  ウ 事業の実施に当たり、事業対象者の判断により生徒の募集及び保護者説明会を行うこと。 

  エ ９に記載のとおり個人情報の保護に関する対策を講じること。 

（３）実績報告書の作成 

  ア 保護者、生徒、指導者等へアンケートの実施にあたっては、事前に委託者と十分に協議すること。アンケー

ト結果を分析の上、成果、課題をまとめデータとともに提出すること。 

  イ 実績報告書を作成する際は、スポーツ庁の「地域スポーツクラブ活動体制整備事業」の報告様式に沿った報

告書を作成すること。 

 

７ 委託契約書 

  別紙（案）のとおり 

 

８ 請求書の宛先 

  請求書は、「長野県教育委員会教育長あて（保健厚生課扱い）」として提出すること。 

 

９ 個人情報の保護 

個人情報の保護については十分注意し、対策を確実に実施するとともに、本業務の実施に関して知り得た個人情

報等の内容を目的外に使用し、また、第三者に提供してはならない。委託業務終了後も同様とする。 

また、Web サイト利用にあたってのセキュリティ対策は万全を期すこと。 

 

10 その他 

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して決定する。 

また、契約候補者との協議により、本仕様書の内容が変更になる場合がある。 


